
区からの情報提供 

１ 窓口（港区民の場合）※港区民以外の場合は支給決定自治体に確認ください 

（１）虐待について 

  窓 口：港区障害者虐待防止センター（障害者福祉課） 

  連絡先：電話 03-3578-2673 

（２）事故報告について 

  窓 口：港区 障害者福祉課障害者事業所支援係 

  連絡先：電話 03-3578-2667 

      ファックス 03-3578-2678 

      メール minato43@city.minato.tokyo.jp 

  ※港区民以外の場合は港区及び支給決定自治体に報告をしてください。 

（３）コロナ陽性報告（疫学調査報告含む）について 

（区立施設）窓 口：障害者福祉課障害者施設係 

      連絡先：03-3578-2387 

（民間施設）窓 口：障害者福祉課障害者事業所支援係 

      連絡先：03-3578-2667 

      ファックス 03-3578-2678 

      メール minato43@city.minato.tokyo.jp 

（４）苦情・相談窓口の変更について 

  令和４年４月、区の組織改正に伴い、以下のとおり窓口が変更となります。 

      窓 口：障害者福祉課障害者相談支援担当 

      連絡先：03-3578-2826 

  （参考）令和４年３月末まで 障害者福祉課障害者福祉係（3578-2386） 

  ※重要事項説明書の「港区の相談・苦情の窓口」を令和４年４月１日から変

更してください。 

 

２ 港区障害児通所支援事業所運営支援補助金交付事業について 

 令和４年度より、区内の障害児通所支援事業所を対象として「運営支援補助金

交付事業」を実施します。 

 事業の概要 

（１）補助対象経費：事業所の借上げに要する賃借料 

（２）補助基準額：月額賃借料に４分の１を乗じて得た額 

（３）補助対象者：区内の障害児通所支援事業所 

別紙４ 



（４）補助要件：次のすべての要件に該当すること 

  ア 事業者又は事業所が、事業所の建物の賃貸借契約を締結し、賃借料を支

払っていること。 

  イ 補助対象期間における事業所の利用児童の構成については、年平均で

定員の７割以上が港区に居住する児童であること。 

  ウ 東京都福祉サービス評価推進機構の認証する評価機関による第三者評

価について、指定を受けた月の属する年度を含む３年度を経過した以降

の年度から３年に一度以上受審し、その結果を公表していること。ただし、

令和２年度以前に指定を受けた事業所については、令和６年３月 31 日ま

でに受審し、その結果を公表する場合には前段の要件を満たすものとし

ます。 

  ※実績報告時（令和５年３月予定）に補助要件を満たさないことが判明した

場合、補助金を返還いただきます。 

（５）補助対象期間 

  令和４年４月分から 

  ※本補助事業は、令和６年度の報酬改定の影響を見極めた上で、その後の事

業継続について判断します。 

（６）申請日 

  令和４年６月 30 日まで（令和４年３月 1 日までに指定を受けた事業所に限る。） 

 

３ 令和３年度 港区指定・廃止状況 

（１）障害児通所支援事業 

  令和３年４月に障害児通所支援事業所の指定権限が東京都から港区に移譲

されました。令和３年度の障害児通所支援事業所の指定の実績は以下のとお

りです。 

  ア 令和３年９月１日付 「ハッピーテラス芝浦教室」（児童発達支援事

業追加）指定 

  イ 令和３年 11 月１日付 「児童発達支援・放課後等デイサービス  

キッズプレイスたかなわだいセカンド」（多機能

型：児童発達支援・放課後等デイサービス）指定 

  ウ 令和４年１月１日付 「スポーツ塾 ハートフルデイ南青山」（多機

能型：児童発達支援・放課後等デイサービス）指

定 

  エ 令和４年２月１日付 「児童発達支援・放課後等デイサービス  

Lumo by animom 芝浦校」（多機能型：児童発



達支援・放課後等デイサービス）指定 

  オ 令和４年３月１日付 「コペルプラス 浜松町教室」（児童発達支援）指定 

（２）相談支援事業 

  令和４年１月１日付 「ワークスＦ」（計画相談支援）廃止 

 

４ 第三者評価の受審費用の助成 

 区では、第三者評価の積極的な受審を支援し、サービスの質の向上を図ること

を目的とし、第三者評価の受審費用及びその結果を踏まえたサービスの改善へ

の取組にかかる経費を助成しています。 

 受審を検討している場合は、障害者事業所支援係（03-3578-2671）にご連絡く

ださい。 

 

５ 東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業（都制度） 

   令和４年度より、下表のとおり、助成対象事業所が拡充されます。 

 現行 拡充後（令和４年度～） 

災害時対応 

要件 
福祉避難所 ①福祉避難所

②区との災害

時協定 
③その他 

補助上限戸数 
定員に応じ 

最大 20 戸 
定員に応じ最大 20 戸 

補助率 ７／８ ７／８ ７／８ １／２ 

・申請は、公益財団法人東京都福祉保健財団となります。詳しくは、財団

のホームページを確認ください。 

・区との災害時の協定締結については、障害者支援係に連絡ください。 

 

６ 都型放課後等デイサービス事業（都制度） 

（１）事業の概要 

  放課後等デイサービスについて、東京都が定める基準を満たす事業者へ運

営等に要する経費の一部を補助し、厚生労働省が策定した「放課後等デイサー

ビスガイドライン」で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進す

るために、東京都が実施する事業です。 

（２）補助対象 

  東京都内の放課後等デイサービス事業所（港区内の事業所も対象となりま

す。） 



（３）実施要件 

  ア 「放課後等デイサービスガイドライン」で定める４つの基本活動（自立

支援、日常生活の支援、地域交流の機会の提供、余暇の提供）を実施 

  イ コア職員（児童福祉事業に５年以上の実務経験がある保育士、児童指

導員等）を配置 

  ウ 東京都独自様式の個別支援計画を作成するとともに学校と連携 

  エ 送迎を実施し、平日は 19 時以降までサービスを提供 

  オ 事業者間の相互評価を実施し、東京都が行う保護者評価を公表 

  カ ３年に1回第三者評価を受審（過去２年以内に受審していない場合は、

1年以内に受審） 

（４）補助基準額 

  基本補助…年間 4,166 千円、第三者評価…600 千円 

  ※第三者評価受審費用は、区との重複受給はできません。 

 

７ 障害者福祉課の重点施策について 

＜施策１＞障害特性を踏まえた「タブレット、スマートフォン講習会」の開催 

（１）「タブレット、スマートフォン講習会」の開催及び機器の貸与 

  ア 対象：ＩＣＴ機器の操作に不慣れな障害者本人及びその支援者（家族、

ヘルパー等） 

  イ 内容：障害者やその支援者が、ＩＣＴ機器を活用することで、日常生活

に必要な情報の取得やオンラインによる申請手続等をより円滑に

行えるよう、講習会の開催や機器の貸与を行います。 

  ウ 実施回数：障害特性に応じたコースを用意 

  （ア）視覚障害者向け   定員５名程度 

  （イ）視覚障害者以外向け 定員 15 名程度 

   ※平日コースと土曜コースがあり、各コース全４回 

   ※第 1回は令和４年８月、第２回は令和５年１月開催予定 

  エ 費用：無料 

 

（２）相談窓口の開設 

  ア 対象：障害者本人及びその支援者（家族、ヘルパー等） 

  イ 内容：講習会の受講後も、ＩＣＴ機器の操作方法、機器貸与後の契約手続

やデータの引継ぎ方法について相談できる総合窓口を開設します。 

  ウ 開催場所：障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ） 

  エ 開催回数：各月２回程度 



 

＜施策２＞新たな障害者就労機会を創出し、多様な働き方の支援 

（１）分身ロボットを活用した働き方の推進 

  ア 対象：重度の身体障害などにより、働くことが難しい障害者 

  イ 内容：自宅から操作できる分身ロボットにより、商品の案内等を行います。 

 

（２）超短時間雇用の促進 

  ア 対象：発達障害や精神障害により、長い時間働くことが難しい障害者 

  イ 内容 

  （ア）区が委託するコーディネーターが企業等を訪問し、超短時間雇用に適

した仕事や必要な勤務条件等をアドバイスします。 

  （イ）就労を希望する障害者の意向や障害特性に合わせ、超短時間雇用に適

した仕事をマッチングします。 

  （ウ）就労後も、安定して働き続けられるよう、区が支援します。 

  ウ 就労人数（想定）：５人程度 

 

（３）重度障害者に就労時のヘルパー利用費を給付（令和４年度から実施） 

  ア 対象：重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている就労者 

  イ 内容：区がヘルパー利用費を就労者（重度障害者）に給付します。 

  ウ 利用時間（想定）：４時間×20 日（１月あたり） 

 

＜施策３＞福祉総合窓口の設置（令和４年８月から実施） 

  ア 内容：各福祉分野の専門職を含む包括的な相談体制を整えた福祉総合

窓口を総合支所へ設置し、部門を横断した連携を一層強化するこ

とで、本人への支援だけでなく、世帯全体の状況を正しく把握し、

世帯単位での適切かつ迅速な支援につなげます。 

  イ 設置場所：各地区総合支所 

 


